令和６年度保育施設に対する実地指導の結果について

（1） 実地指導の実施状況
　令和６年度の実地指導実施状況については次の通りです。

	サービス種別
	実施数

	認可保育園
	１





（2） 主な指摘事項
　
令和６年度の実地指導における文書指摘の主な具体的事例は、以下の通りです。


	随意契約に係る意思決定の経過を稟議書等で明らかにしていない事例があったため、是正すること。
（入札通知1-(4)、厚生労働省指導監査ガイドラインⅢ-4-(4)-4）

	社会福祉法人が運営する認可保育園においては、見積もりを徴する業者及びその額の決定にあたっては、公平性、透明性の確保に十分留意しなければならない。
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	複数業者から見積もりを徴取した上で随意契約しているか確認できない事例があったため、是正すること。
（入札通知1-(4)、厚生労働省指導監査ガイドラインⅢ-4-(4)-4）

	社会福祉法人が運営する認可保育所においては、価格による随意契約を行う場合、３社以上の業者から見積もりを徴取し比較するなど、適正な価格を客観的に判断した上で契約を行わなければならない。
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